
い給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除へ振り替え

働き方の多様化を踏まえ、さまざまな形で働く人を応援する観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除

および公的年金等控除の控除額が一律１０万円引き下げられ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除

額が１０万円引き上げられます。

① 給与所得控除の見直し

・給与所得控除が一律１０万円引き下げられます。

・給与収入が８５０万円を超える給与所得控除が、１９５万円に引き下げられます。

② 公的年金等控除の見直し

・公的年金等控除が一律１０万円引き下げられます。

・公的年金等収入が１,０００万円を超える公的年金等控除に、１９５万５千円の上限が設けられます。

【改正後】令和３年度以降公的年金等控除額

給与の収入金額（Ａ）
【改正後】令和３年度以降

給与所得控除額

【改正前】令和２年度以前

給与所得控除額

１６２万５，０００円以下 ５５万円 ６５万円

１６２万５，０００円超

１８０万円以下
（Ａ）× ０．４－10万円 （Ａ）× ０．４

１８０万円超３６０万円以下 （Ａ）× ０．３＋８万円 （Ａ）× ０．３＋１８万円

３６０万円超６６０万円以下 （Ａ）× ０．２＋４４万円 （Ａ）× ０．２＋５４万円

６６０万円超８５０万円以下 （Ａ）× ０．１＋１１０万円
（Ａ）× ０．１＋１２０万円

８５０万円超１，０００万円以下
１９５万円

１，１００万円超 ２２０万円

受給者の

区分

公的年金等の

収入金額（Ａ）

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下
1,000 万円超

2,000万円以下
2,000万円超

65歳以上

３３０万円以下 １１０万円 １００万円 ９０万円

３３０万円超

４１０万円以下
（Ａ）×０．２５＋２７万 5,000円

（Ａ）×０．２５

＋１７万 5,000円

（Ａ）×０．２５

＋７万 5,000 円

４１０万円超

７７０万円以下
（Ａ）×０．１５＋６８万 5,000円

（Ａ）×０．１５

＋５８万 5,000円

（Ａ）×０．１５

＋４８万 5,000 円

７７０万円超

1,000 万円以下
（Ａ）×０．０５＋１４５万 5,000 円

（Ａ）×０．０５

＋１３５万 5,000円

（Ａ）×０．０５

＋１２５万 5,000 円

1,000万円超 １９５万 5,000円 １８５万 5,000円 １７５万 5,000円

令和３年度から適用される個人住民税（市県民税）の主な改正点



【改正前】令和２年度以前公的年金等控除額

③ 基礎控除の引き上げ

・基礎控除は３３万円から１０万円引き上げられ、４３万円になります。

・合計所得金額２,４００万円超で控除が段階的に引き下げられ、２,５００万円超で控除が０円となります。

所得金額調整控除の創設

１．給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかの要件を満たす場合は、 次の所得金額調整控除を

給与所得の金額から差し引く

要件⑴ 特別障害者に該当する

⑵ ２３歳未満の扶養親族を有する

⑶ 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する

◆所得金額調整控除=｛前年の給与等の収入金額(１,０００万円を超える場合１,０００万円）－850万円｝

×１０％

65歳未満

１３０万円以下 ６０万円 ５０万円 ４０万円

１３０万円超

４１０万円以下
（Ａ）×０．２５＋２７万 5,000円

（Ａ）×０．２５

＋１７万 5,000円

（Ａ）×０．２５

＋７万 5,000 円

４１０万円超

７７０万円以下
（Ａ）×０．１５＋６８万 5,000円

（Ａ）×０．１５

＋５８万 5,000円

（Ａ）×０．１５

＋４８万 5,000 円

７７０万円超

1,000万円以下
（Ａ）×０．０５＋１４５万 5,000 円

（Ａ）×０．０５

＋１３５万 5,000円

（Ａ）×０．０５

＋１２５万 5,000 円

1,000万円超 １９５万 5,000円 １８５万 5,000円 １７５万 5,000円

受給者の区分 公的年金等の収入金額（Ａ） 公的年金等控除額

65歳以上

３３０万円以下 １２０万円

３３０万円超４１０万円以下 （Ａ）×０．２５＋３７万 5,000円

４１０万円超７７０万円以下 （Ａ）×０．１５＋７８万 5,000円

７７０万円超 （Ａ）×０．０５＋１５５万 5,000円

65歳未満

１３０万円以下 ７０万円

１３０万円超４１０万円以下 （Ａ）×０．２５＋３７万 5,000円

４１０万円超７７０万円以下 （Ａ）×０．１５＋７８万 5,000円

７７０万円超 （Ａ）×０．０５＋１５５万 5,000円

合計所得金額
【改正後】令和３年度以降

基礎控除額

【改正前】令和２年度以前

基礎控除額

2,400万円以下 ４３万円

３３万円

（所得制限なし）

2,400万円超2,450万円以下 ２９万円

2,450万円超2,500万円以下 １５万円

2,500万円超 適用なし



２．給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、その合計額が10万円を

超える場合、所得金額の計算の際に、所得金額調整控除として給与所得の金額から差し引く

◆所得金額調整控除=｛給与所得（10万円を限度）＋公的年金等雑所得（10万円を限度）｝－10万円

※ 給与所得と公的年金等の雑所得が両方ある人は、

片方のみが減額され、合計所得は１０万円上がります。

調整控除の改正

昨年の合計所得金額が２，５００万円を超える所得割の納税義務者については、調整控除の適用はできない

こととされます。

い未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦（夫）控除の見直し

子どもの貧困に対応するため、未婚のひとり親に対して税制上の措置を講じます。

１．未婚のひとり親に「ひとり親控除」を適用

ひとり親控除とは、子を持つひとり親が対象の所得控除であり、控除額は３０万円です。

適用する要件は以下の通りです。

① ひとり親であること（事実婚にある同居人がいる場合は適用不可）

② 生計を一にする子（子の総所得金額等が４８万円以下）を有すること

③ 合計所得金額５００万円以下であること

ひとり親控除は、未婚者でも控除対象者となる制度なので、今まで寡婦（寡夫）控除が適用できなかった人

も控除を受けられます。これまで特定寡婦控除、寡夫控除を受けていた人はひとり親控除に変更となります。

２．寡婦控除の見直し

上記以外の寡婦については、

①夫と離婚した後婚姻しておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が５００万円以下の人、

②又は夫と死別した後婚姻していない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が

５００万円以下の人

が寡婦控除を受けられます。控除額は２６万円です。

３．個人住民税の人的非課税の見直し

上記の対応を踏まえ、所得が１３５万円以下の未婚のひとり親について、非課税とすることとされました。



改正後

改正前

申
告
者
が
女
性

配偶関係 死別 離別 未婚

合計所得金額 500 万円以下 500万円超 500 万円以下 500 万円超 500 万円以下 500 万円超

扶養親族：

「子」有
30万円 － 30万円

－
30万円

－

扶養親族：

「子以外」有
26万円 － 26万円

－
－ －

扶養親族：無 26万円 － － － － －

申
告
者
が
女
性

配偶関係 死別 離別

合計所得金額 500 万円以下 500 万円超 500 万円以下 500 万円超

扶養親族：

「子」有
30万円 26万円 30万円 26万円

扶養親族：

「子以外」有
26万円 26万円 26万円 26万円

扶養親族：無 26万円 － － －

申
告
者
が
男
性

配偶関係 死別 離別

合計所得金額 500 万円以下 500 万円超 500 万円以下 500万円超

扶養親族：「子」有 26万円 － 26万円 －

扶養親族：「子以外」有 － － － －

扶養親族：無 － － － －

申
告
者
が
男
性

配偶関係 死別 離別 未婚

合計所得金額 500万円以下 500 万円超 500 万円以下
500万円超

500万円以下 500 万円超

扶養親族：

「子」有
30万円 － 30万円 － 30万円 －

扶養親族：

「子以外」有
－ － － － － －

扶養親族：無 － － － － － －

寡婦控除

ひ
と
り
親
控
除



非課税基準及び所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件等の見直し

１．同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件が、38万円以下から４８万円以下に変更

２．配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件が、38 万円超１２３万円以下から、４８万円超１３３

万円以下に変更

３．勤労学生控除の合計所得金額要件が６５万円以下から７５万円以下に変更

４．障がい者、未成年者、寡婦に対する非課税措置の合計所得金額要件が、１２５万円以下から１３５万円以下に

変更

５．均等割の非課税限度額の合計所得金額が１０万円引き上げ

６．所得割の非課税限度額の総所得金額等が１０万円引き上げ

７．家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に参入する金額の最低保証額が、６５万円

から５５万円に変更

所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件等

要件等 改正後 改正前

同一生計配偶者及び扶養親族の合

計所得金額要件
４８万円以下 38万円以下

配偶者特別控除の対象となる配偶

者の合計所得金額要件
４８万円超１３３万円以下 38万円超１２３万円以下

勤労学生控除の合計所得金額要件 ７５万円以下 ６５万円以下

障がい者、未成年者、寡婦に対する

非課税措置の合計所得金額要件
１３５万円以下 １２５万円以下

均等割の非課税限度額の合計所得

金額

２８万円×（同一生計配偶者＋扶養親

族の数＋１）＋10 万円＋扶養親族が

いる場合には１６８，０００円

２８万円×（同一生計配偶者＋扶養親

族の数＋１）＋扶養親族がいる場合に

は１６８，０００円

所得割の非課税限度額の総所得金

額等

３５万円×（同一生計配偶者＋扶養親

族の数＋１）＋10 万円＋扶養親族が

いる場合には 320,000円

３５万円×（同一生計配偶者＋扶養親

族の数＋１）＋扶養親族がいる場合に

は320,000円

家内労働者等の事業所得等の所得

計算の特例について、必要経費に

参入する金額の最低保証額

５５万円 ６５万円


